
東大阪市子ども・ 子育て会議（ 第２１回）

会 議 次 第

平成２８年５月３０日(月)
午後２時００分から４時００分

総合庁舎１階 多目的ホール

１． 開会

２． 委員紹介

３． 議事

（ １） 会長の選任、副会長の選任について

（ ２） 子ども・ 子育て支援事業計画について【 資料１】

（ ３） 平成２８年度の入園・ 入所状況について【 資料２】

（ ４） 地域子ども・ 子育て支援事業等について【 資料３】

（ ５） 利用者負担について【 資料４】

その他

・ 条例の改正について【 資料５】

４．閉会



氏名

1 関西福祉大学社会福祉学部社会福祉学科准教授 井上　寿美

2 東大阪市立幼稚園長会幼保問題担当 大庭　悦子

3 東大阪労働組合総連合委員 甲斐　龍子

4 UAゼンセン万代ユニオン中央執行副委員長 櫛田　育子

5 大阪府立大学人間社会学部 関川　芳孝

6 東大阪市立小学校長会役員 園田　彦一

7 東大阪市私立幼稚園協会会長 竹村　明

8 保育所保護者 中泉　あゆみ

9 大阪人間科学大学社会福祉学部教授 中川　千恵美

10
東大阪市障がい児相談支援及び通所サービス等
施設連絡会長

中西　良介

11 小学校児童保護者 西濱　靖子

12 東大阪市ＰＴＡ協議会学校園委員会委員長 西村　祐治

13 東大阪市留守家庭児童育成クラブ協議会会長 原田　一平

14 御厨保育所所長 古川　玲子

15 東大阪市私立保育会会長 森田　信司

16 東大阪大学副学長 吉岡　眞知子

子ども・子育て会議委員名簿（５０音順、敬称略）
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配布資料一覧

【 資料１－１】 東大阪市子ども・ 子育て支援事業計画（ 概要版）

【 資料１－２】 子ども・ 子育て支援事業計画中間見直しスケジュールイメージ

【 資料２－１】 特定教育・ 保育施設（ ２号・ ３号） 入所状況の推移

【 資料２－２】 平成２８年度施設整備事業者の公募について

【 資料２－３】 施設位置図

【 資料３－１】 地域子ども・ 子育て支援事業の概要について

【 資料３－２】 一時預かり事業利用実績

【 資料３－３】 留守家庭児童育成クラブ利用実績

【 資料４－１】 利用者負担について

【 資料４－２】 留守家庭児童育成クラブの保護者負担金について

【 資料５－１】 条例の改正について

【 資料５－２】 保育の担い手確保に向けた緊急的な取りまとめ
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子ども・子育て支援事業計画中間見直し スケジュールイメージ

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
ス
タ
ー
ト

東大阪市子ども・子育て支援事業計画（当初策定）

・平成２７年度実績レビュー

・見直し項目検討

・ニーズ調査

・見込み量、供給量の検討

・中間見直し案策定

中間見直し計画スタート

資料1-2
第２１回子ども・子育て会議



特定教育・保育施設（２号・３号）入所状況の推移

就学前
児童数

総人口
人口に占
める就学
前児童

入　所
定員数

入　所
児童数

入所申込
児童数

内新規
入所数

未入所
児童数

待　機
児童数

26,783 511,422 5.2% 6,176 6,754 2,297 1,463 834 197

26,002 509,118 5.1% 6,206 6,759 2,257 1,502 755 156

25,184 506,568 5% 6,206 6,720 2,290 1,417 873 246

24,749 505,391 4.9% 6,297 6,806 2,335 1,469 866 220

24,348 504,506 4.8% 6,507 7,092 2,426 1,736 690 192

24,093 503,378 4.8% 6,517 7,148 2,433 1,614 819 214

23,694 502,164 4.7% 6,797 7,379 2,540 1,820 720 230

23,119 500,370 4.6% 6,807 7,447 2,474 1,711 763 284

22,620 498,023 4.5% 7,477 7,773 2,669 2,084 585 206

21,969 495,615 4.4% 7,931 8,104 2,591 2,229 362 127

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成28年度

平成27年度

Ａ地区 2,615 57,967 4.5% 889 961 333 297 36 7

Ｂ地区 2,854 66,541 4.3% 793 848 289 238 51 11

Ｃ地区 3,372 63,664 5.3% 1,247 1,177 354 308 46 15

Ｄ地区 4,282 96,084 4.5% 1,817 1,837 599 499 100 55

Ｅ地区 1,764 34,460 5.1% 540 551 161 129 32 10

Ｆ地区 3,998 96,894 4.1% 1,389 1,453 499 432 67 22

Ｇ地区 3,084 80,005 3.9% 1,256 1,277 356 326 30 7

地区別



平成２７、２８年度　特定教育・保育施設（１号認定）入所状況

（単位：人）

年度 施設数 １号認可定員 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計園児数

２８年度 19園 3,255 421 575 996

２７年度 19園 3,255 534 745 1,279

２８年度 2園 225 51 49 59 159

２７年度 2園 225 71 104 72 247

２８年度 22園 1,646 436 460 439 1,335

２７年度 11園 1,059 296 333 308 937

２８年度 43園 5,126 487 930 1,073 2,490

２７年度 32園 4,539 367 971 1,125 2,463

（参考）平成２７、２８年度　私立幼稚園入所状況

（単位：人）

年度 施設数 認可定員 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計園児数

２８年度 14園 3,500 801 886 861 2,548

２７年度 17園 4,460 991 1,065 1,063 3,119

公立幼稚園

幼稚園型認定こども園

幼保連携型認定こども園

私立幼稚園

合計



平成２８年度施設整備事業者の公募について

（ １） 東大阪市特定教育・ 保育施設及び特定地域型保育事業者選考部会からの

報告

【 幼保連携型認定こども園の公募】

① 選定日

平成２８年４月２３日（ 土） ※実施済

② 募集の趣旨

「 東大阪市子ども・ 子育て支援事業計画」 に基づき、待機児童解消を図るため、幼

保連携型認定こども園を新設・ 運営する法人を募集

③ 応募資格

東大阪市内で学校教育法第4条第1項第3号の規定により認可された幼稚園を経営

する学校法人

④ 開設時期

平成２９年４月１に開園

⑤ 選定結果

選考部会において、下記の３法人を選定

記

（ 単位： 人）

法人名 施設名 地区 場所

３号定員

（ ※施設整備を行

った０から２歳児

の定員）

学校法人 大

阪聖マリア学

園

（ 仮称）認定こど

も園枚岡カトリ

ック幼稚園

Ｂ 六万寺町３丁目６番１４号 ２２

学校法人 大

阪錦城学園

（ 仮称）認定こど

も園八戸の里幼

稚園

Ｆ 中小阪３丁目１６番９号 ３１

学校法人 竹

村学園

（ 仮称）認定こど

も園長栄幼稚園

Ｆ 長栄寺４番２０号 ３１

資料２－２
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（ ２） 今後の公募のスケジュール

【 小規模保育事業の公募】

東大阪市子ども・ 子育て支援事業計画においては、今年度の施設整備は５施設予定

募集の時期及び場所については、今後、公表予定



保育所（公立）

保育所（私立）

幼稚園（公立）

幼稚園（私立）

認可外保育所

認定こども園

小規模保育施設

施設位置図

資料２－３
第２１回子ども・子育て会議



地域子ども・子育て支援事業の概要について
①利用者支援事業
子どもや保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用について情報収集を行う
とともに、それらの利用に当たっての相談に応じ、必要な助言を行い、関係機関等との連絡調整等を実施する事
業

②地域子育て支援拠点事業
家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に対応するため、地域
の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を行う事業

③妊婦健康診査

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、②検査計測、③
保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業

資料３－１ 第２１回子ども・子育て会議

保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業

④乳児家庭全戸訪問事業

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行
う事業

⑤・養育支援訪問事業

乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対し
て、保健師・助産師・保育士等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や育児・家事援助などを行う事業

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支援に資する事業）

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワー
ク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する事業



⑥子育て短期支援事業
母子家庭等が安心して子育てしながら働くことができる環境を整備するため、一定の事由により児童の養育が一時的に困難と
なった場合に、児童を児童養護施設等で預かる短期入所生活援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者
と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業

⑧一時預かり事業
家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育所、幼稚園その他の場所で一時的に預かり、必
要な保護を行う事業

⑨延長保育事業
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保育所等で引き続き保育を実施す
る事業

⑩病児保育事業⑩病児保育事業
病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を行う事業

⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等
において適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保
育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等を助成する事業

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支援教育経費）や障害児保育事業の対象とならない
特別な支援が必要な子どもを認定こども園で受け入れるための職員の加配を促進するための事業



○一時預かり事業（一般型）利用実績　(延べ利用児童数）

４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

236 256 433 379 262 373 361 389 391 445 455 446 4,426

565 603 873 946 868 1,231 1,387 1,504 1,513 1,360 1,581 1,597 14,028

801 859 1,306 1,325 1,130 1,604 1,748 1,893 1,904 1,805 2,036 2,043 18,454

93 116 161 110 62 95 87 126 87 75 115 95 1,222

54 55 94 105 65 121 84 119 84 111 101 99 1,092

147 171 255 215 127 216 171 245 171 186 216 194 2,314

948 1,030 1,561 1,540 1,257 1,820 1,919 2,138 2,075 1,991 2,252 2,237 20,768

４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

215 254 257 308 223 321 358 339 317 326 391 369 3,678

528 608 710 788 708 754 791 803 886 895 924 999 9,394

743 862 967 1,096 931 1,075 1,149 1,142 1,203 1,221 1,315 1,368 13,072

４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2,261 4,364 5,167 4,042 2,037 4,516 5,024 4,635 3,951 3,372 4,708 4,096 48,173

合計

○一時預かり事業（幼稚園型）利用実績　(延べ利用児童数）

27年度
≪実施施設数≫
民間認定こども園　６園（保育所からの移行園１園含む）

４時間超

リフレッシュ型

４時間以内

４時間超

合計

総合計

※就労型・・・主に不定期な就労、求職活動中、妊娠・出産、看護、介護等で利用

※リフレッシュ型・・・主に在宅子育て中の保護者のリフレッシュや通院など私的理由等で利用

【参考】26年度 ≪実施施設数≫
民間保育所２９園

区分

４時間以内

27年度
≪実施施設数≫
民間保育所（２４園）・民間認定こども園（５園）　　計２９園

区分

就労型

４時間以内

４時間超

合計

資料３－２
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27年度
４月 ５月 ６月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3 5 43 47 52 47 98 88 135 80 85 77

23 23 64 157 162 174 225 239 230 285 342 389

26 28 107 204 214 221 323 327 365 365 427 466

26 44 63 60 58 79 95 77 76 59 60 79

5 6 9 4 5 2 2 3 0 1 0 0

31 50 72 64 63 81 97 80 76 60 60 79

内訳
区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 11月 12月 1月 ２月 ３月 合計

1 4 23 20 17 21 26 12 23 14 9 6 176
8 1 9 49 50 52 71 56 66 67 75 103 607
3 14 7 4 2 10 3 3 2 2 1 4 55
0 1 4 2 4 2 0 3 0 1 0 0 17
12 20 43 75 73 85 100 74 91 84 85 113 855

1 0 9 10 18 3 18 5 5 7 12 15 103
2 16 37 49 32 55 48 49 45 49 55 48 485
13 24 32 27 32 35 41 36 33 37 34 33 377
5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
21 45 83 87 82 93 107 90 83 93 101 96 981
1 1 3 7 8 11 8 8 14 0 0 3 64
13 6 18 38 65 58 62 72 63 85 103 116 699
10 6 7 15 8 8 11 3 6 4 4 8 90
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 13 28 60 81 77 81 83 83 89 107 127 853

8 10 9 11 28 24 26 15 13 14 158
0 21 15 9 30 59 50 58 81 78 401
17 14 16 20 18 8 8 9 11 18 139
0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4

0 0 25 46 41 40 78 91 84 82 105 110 702
1 18 39 67 44 51 39 259
0 14 3 6 26 28 44 121
6 22 27 27 7 10 16 115
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 54 69 100 77 89 99 495
3 5 43 47 52 47 98 88 135 80 85 77 760

23 23 64 157 162 174 225 239 230 285 342 389 2,313

26 44 63 60 58 79 95 77 76 59 60 79 776

5 6 9 4 5 2 2 3 0 1 0 0 37

57 78 179 268 277 302 420 407 441 425 487 545 3,886

（参考）26年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

35 17 12 21 15 13 7 5 7 6 10 5 153

24 22 32 45 38 47 61 46 59 47 47 47 515

59 39 44 66 53 60 68 51 66 53 57 52 668

16 7 10 19 17 22 25 9 14 15 12 10 176

44 49 55 56 49 66 70 64 55 52 56 58 674

60 56 65 75 66 88 95 73 69 67 68 68 850

16 27 29 31 16 46 47 26 36 27 27 28 356

26 27 28 18 20 17 26 39 34 33 34 55 357

42 54 57 49 36 63 73 65 70 60 61 83 713

67 51 51 71 48 81 79 40 57 48 49 43 685

94 98 115 119 107 130 157 149 148 132 137 160 1,546

161 149 166 190 155 211 236 189 205 180 186 203 2,231

3,073

リフレッシュ型

４時間以内 776

４時間超 37

合計 813

○一時預かり事業（一般型）利用実績　（延べ利用児童数）

　　公立施設　５園

区分 合計

就労型

４時間以内 760

４時間超 2,313

合計

総合計 3,886

公立施設名

1

就労型 ４時間以内

鴻池子育て 就労型 ４時間超 

支援センター リフレッシュ型 ４時間以内 

リフレッシュ型 ４時間超 

合計

就労型 ４時間以内

荒本子育て 就労型

リフレッシュ型 ４時間超 

４時間超 

支援センター リフレッシュ型 ４時間以内 

リフレッシュ型 ４時間超 

合計

3

就労型 ４時間以内

長瀬子育て 就労型 ４時間超 

支援センター リフレッシュ型 ４時間以内 

2

合計

リフレッシュ型 ４時間超 

合計

5

就労型 ４時間以内

石切幼稚園内 就労型 ４時間超 

一時預かり室 リフレッシュ型 ４時間以内 

「にこにこ」

4

就労型 ４時間以内

岩田保育所 就労型 ４時間超 

リフレッシュ型 ４時間以内 

就労型 ４時間超 

リフレッシュ型 ４時間以内 

リフレッシュ型 ４時間超 

リフレッシュ型 ４時間超 

合計

就労型 ４時間以内

　　　　合計

　　公立施設３園

公立施設名 区分

1

４時間以内 

鴻池子育て ４時間超 

支援センター 合計

3

４時間以内 

長瀬子育て ４時間超 

支援センター 合計

2

４時間以内 

荒本子育て ４時間超 

支援センター 合計

合計

４時間以内 

４時間超 

合計
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４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月

325 574 455 916 997

1,737 1,913 999 1,967 2,051

0 2,062 2,487 1,454 2,883 3,048

１１月 １２月 １月 2月 3月 合計

858 771 554 947 155 6,552

1,730 1,286 1,019 1,864 321 14,887

2,588 2,057 1,573 2,811 476 21,439

４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月

517 767 298 1,211 677

1,493 1,694 576 1,391 738

0 2,010 2,461 874 2,602 1,415

１１月 １２月 １月 2月 3月 合計

1,216 724 517 1,331 378 7,636

1,153 659 421 1,168 412 9,705

2,369 1,383 938 2,499 790 17,341

公立幼稚園預かり保育利用者数　 （全園児数）

　Ｈ２７　計　２１，４３９人　　　 （Ｈ２７　計１,２７９人）
　　　　　４歳児　５３４人
　　　　　５歳児　７４５人

　Ｈ２６　計　１７，３４１人　　 （Ｈ２６　計１,４４８人）
　　　　　４歳児　７１３人
　　　　　５歳児　７３５人

　Ｈ２７　４，０９８人増

預かり保育

　4歳児

　５歳児

合計

〇預かり保育利用実績　 ≪実施施設数≫
公立幼稚園１９園

※数値は延べ利用園児数

Ｈ２７

区分

区分

預かり保育

　4歳児

　５歳児

合計

Ｈ２６

区分

預かり保育

　2時間（4歳児）

　2時間（５歳児）

合計

区分

預かり保育

　2時間（4歳児）

　2時間（５歳児）

合計
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1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

児童数 児童数 児童数 児童数 児童数 児童数

縄手 15 8 13 1 37 38

縄手北 6 9 7 2 1 1 26 60

枚岡東 ＊ 21 16 11 4 52 66

枚岡西 29 27 18 12 86 94

石切 45 34 28 9 5 121 96

孔舎衙 28 19 17 12 1 1 78 93

縄手南 34 46 22 13 4 2 121 110

池島 ＊ 30 15 12 4 61 76

上四条 9 12 5 1 27 38

縄手東 24 14 6 3 1 48 38

孔舎衙東 21 13 11 4 49 42

石切東 ＊ 29 24 16 20 9 2 100 107

成和 59 53 37 3 1 153 158

北宮 31 27 31 5 94 118

弥栄 33 26 20 7 2 88 80

玉川 33 18 13 4 1 69 76

玉美 19 10 11 3 43 70

英田北 ＊ 50 38 45 13 7 153 162

若江 28 30 19 5 82 76

花園 15 8 12 2 3 40 48

鴻池東 32 16 12 3 1 64 76

玉串 ＊ 24 27 23 3 77 98

岩田西 30 25 27 12 3 97 114

英田南 ＊ 25 19 26 5 1 3 79 86

加納 33 27 16 7 2 85 120

花園北 15 15 4 34 38

荒川 23 22 6 3 1 55 69

長堂 18 18 12 11 3 1 63 64

三ノ瀬 4 5 4 13 39

高井田東 ＊ 32 25 32 3 92 91

森河内 30 30 18 9 5 92 91

太平寺 16 17 7 2 42 38

高井田西 ＊ 5 13 5 2 2 27 49

楠根 ＊ 33 26 26 8 93 106

意岐部 ＊ 17 6 11 2 1 37 67

小阪 ＊ 17 17 8 3 45 56

上小阪 31 24 14 9 2 80 76

弥刀 ＊ 17 14 5 2 38 45

長瀬北 ＊ 10 7 13 1 1 32 49

長瀬東 ＊ 17 6 8 3 1 35 38

八戸の里 ＊ 28 20 22 12 1 83 80

長瀬南 ＊ 10 14 4 2 1 31 77

弥刀東 21 25 12 58 66

長瀬西 10 14 9 3 1 37 76

楠根東 ＊ 32 29 8 1 70 90

柏田 18 14 1 33 65

西堤 ＊ 33 24 17 5 5 1 85 114

八戸の里東 ＊ 19 31 19 7 4 2 82 90

藤戸 ＊ 22 14 5 5 46 56

大蓮 ＊ 20 13 5 1 1 40 76

桜橋 ＊ 24 40 21 10 1 2 98 113

1225 1044 753 261 71 17 3371 3959

34 43 35 13 10 11 146

児童数計 定員クラブ名

平成28年度　留守家庭児童育成クラブ　開設状況（平成28年4月1日）　

クラブ名の　＊　は、運営委員会による運営

（障害児内数）

計

資料３－３ 第２１回子ども・子育て会議



利用者負担について

資料４－１
第２１回子ども・子育て会議

平成２８年５月３０日
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対象 ： 市民税所得割７７，１０１円未満の世帯

拡充前 拡充後

小学校３年生まで 年齢制限撤廃

１号認定

２号・３号認定

平成２８年度利用者負担における年収360万円未満の
多子世帯・ひとり親世帯等の利用者負担額軽減について

第２子半額

第３子無償

対象 ： 市民税所得割額７７，１０１未満のひとり親世帯

対象 ： 二人親 市民税所得割額５７，７００円未満の世帯

ひとり親 市民税所得割額７７，１０１円未満の世帯

拡充前 拡充後

小学校就学前まで 年齢制限撤廃

２号・３号認定

ひとり親世帯

第２子半額

第３子無償

第１子半額

第２子無償

2



多子軽減に伴う多子計算の
年齢制限撤廃について（イメージ図）
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５月中旬

年収３６０万円未満の多子世帯・ひとり親世帯等の
利用者負担額軽減のスケジュール

６月～７月

利用者負担額（保育料）別居監護申立書の配布
世帯外の生計を一にする子どもの把握

（仕送りしている大学生など）

システムの改修・世帯データ等の入力

７月

８月

９月以降

利用者負担額軽減の対象となる多子世帯・ひとり親世帯等の
抽出及び利用者負担額の算定

平成２８年９月～平成２９年３月分の利用者負担額通知
及び平成２８年４月～８月分の利用者負担額変更通知送付

平成２８年４月～８月分の利用者負担額の充当・還付開始

4



平成29年度利用者負担の見直しについて

・１号認定、２号・３号認定ともに階層区分は、国基準とし、平成

２号・３号認定の国の基準額が新制度前と同水準

認定こども園では１号認定・２号・３号認定児童がともに在籍することか

ら利用者負担額についても同じ考え方で決定すべき

平成２７年度利用者負担額

・１号認定、２号・３号認定ともに階層区分は、国基準とし、平成
２７，２８年度の２年間について、国基準額の７２．５％で設定

・平成２９年度には、利用者負担の軽減率を検討する。

１号利用者負担額を国基準の７２．５％で設定することでの市の財源

新制度開始に伴う近隣市区町村の利用者負担額の状況

平成２９年度利用者負担額の検討にあたって
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平成２８年度利用者負担額表

１号認定利用者負担額

階層
区分

定 義 市基準額

被生活保護世帯及び中
国残留邦人の自立支援
給付需受給世帯

第１子 0

０１０ 第２子 0

第３子 0
市町村民税非課税世帯
であって母子（父子）世
帯・在宅障害児（者）のい
る世帯

第１子 0

０２Ａ 第２子 0

第３子 0

市町村民税非課税世帯
(０１０・０２Ａ階層を除く）

第１子 6,590

０２Ｂ 第２子 3,290

２号・３号認定利用者負担額

階層
区分

定 義

市基準額

年齢 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

認定区
分

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間保育短時間保育標準時間 保育短時間

被生活保護世帯等
第１子 0 0 0 0 0 0

０１０ 第２子 0 0 0 0 0 0

第３子 0 0 0 0 0 0
市町村民税非課税世帯
であって母子（父子）世
帯・在宅障害児（者）のい
る世帯

第１子 0 0 0 0 0 0

０２Ａ 第２子 0 0 0 0 0 0

第３子 0 0 0 0 0 0

市町村民税非課税世帯
(０１０・０２Ａ階層を除く）

第１子 6,520 6,520 4,350 4,350 4,350 4,350

０２Ｂ 第２子 3,260 3,260 2,170 2,170 2,170 2,170

第３子 0 0 0 0 0 0
市町村民税所得割課税額 第１子 13,410 13,260 11,230 11,090 11,230 11,090(０１０・０２Ａ階層を除く）０２Ｂ 第２子 3,290

第３子 0
市町村民税所得割課税
額77,100円以下であって
母子（父子）世帯・在宅障
害児（者）のいる世帯

第１子 10,940

０３Ａ 第２子 5,470

第３子 0

市町村民税所得割課税
額77,100円以下（０３Ａ階
層を除く）

第１子 11,670

０３Ｂ 第２子 5,830

第３子 0

市町村民税所得割課税
額

第１子 14,860

Ｄ０１ 第２子 7,430
211,200円以下 第３子 0

市町村民税所得割課税
額

第１子 18,630

Ｄ０２ 第２子 9,310
211,201円以上 第３子 0

市町村民税所得割課税額
48,600円未満であって母子
（父子）世帯・在宅障害児
（者）のいる世帯

第１子 13,410 13,260 11,230 11,090 11,230 11,090

０３Ａ 第２子 6,700 6,630 5,610 5,540 5,610 5,540

第３子 0 0 0 0 0 0

市町村民税所得割課税
額48,600円未満（０３Ａ
階層を除く）

第１子 14,130 13,990 11,960 11,810 11,960 11,810

０３Ｂ 第２子 7,060 6,990 5,980 5,900 5,980 5,900

第３子 0 0 0 0 0 0

市町村民税
所得割課税額

第１子 21,750 21,460 19,570 19,280 19,570 19,280

Ｄ０１ 第２子 10,870 10,730 9,780 9,640 9,780 9,640

97,000円未満 第３子 0 0 0 0 0 0

市町村民税
所得割課税額

第１子 32,260 31,820 30,080 29,630 27,730 24,620

Ｄ０２ 第２子 16,130 15,910 15,040 14,810 13,860 12,310

169,000円未満 第３子 0 0 0 0 0 0

市町村民税
所得割課税額

第１子 44,220 43,570 32,740 29,630 27,730 24,620

Ｄ０３ 第２子 22,110 21,780 16,370 14,810 13,860 12,310

301,000円未満 第３子 0 0 0 0 0 0

市町村民税
所得割課税額

第１子 58,000 57,130 32,740 29,630 27,730 24,620

Ｄ０４ 第２子 29,000 28,560 16,370 14,810 13,860 12,310

397,000円未満 第３子 0 0 0 0 0 0

市町村民税
所得割課税額

第１子 70,180 67,070 32,740 29,630 27,730 24,620

Ｄ０５ 第２子 35,090 33,530 16,370 14,810 13,860 12,310

397,000円以上 第３子 0 0 0 0 0 0
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1 認定基準額 2号・3号認定基準額

 減率
（平均）

基準額備考
多子・ひとり親世帯への
軽減拡充措置

 減率
（平均）

備考
多子・ひとり親世帯への
軽減拡充措置

泉大津市 70.0% 無 70.0% 無

河内長野市 70.0% 無 70.0% 無

泉佐野市 87.0%

・国基準額に対し、市民税所得割額課税世帯
は一律4,000円減、市民税所得割額非課税世
帯は一律2,000円減で設定。
・公立幼稚園については、経過措置として市
民税所得割額課税世帯は一律10,000円で設
定（平成２７・２８年度のみ）。

無 70.0% 無

阪南市 72.5%
公立の１号認定については平成28年度まで
は経過措置として、３歳児は12,000円、４～５
歳児は10,000を上限額としている。

無 72.5% 無

大阪市 82.9%５歳児無料化 無 69.1%5歳児は平成２７年度の５０％以下で設定 無

大阪府下各市の拡充施策状況

柏原市 70.0% 無 70.0% 無

四條畷市 75.0% 無 75.0% 無

豊中市 75.0%

多子軽減の拡充
ひとり親世帯
所得制限なし 年齢制限なし
対象：全在園児童
２子目半額 ３子目以降無償
２人親
所得制限なし 年齢制限なし
３子目以降半額

75.0%

多子軽減の拡充
ひとり親世帯
所得制限なし 年齢制限なし
対象：全在園児童
２子目半額 ３子目以降無償
２人親
所得制限なし 年齢制限なし
３子目以降半額

松原市 100.0% 無 75.0% 無

富田林市 60.0% 無 60.0% 無

羽曳野市 55.0% 無 70.0% 無

箕面市 93.0%
公立幼稚園については、国基準額で10,000円
以上の階層は10,000円としている。他の階層
は国基準額どおり。

検討中 73.5% 検討中
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1 認定基準額 2号・3号認定基準額

 減率
（平均）

基準額備考
多子・ひとり親世帯への
軽減拡充措置

 減率
（平均）

基準額備考
多子・ひとり親世帯への
軽減拡充措置

門真市 62.0%

・市内私立幼稚園の利用料金の平均に就園奨励費補助
を適用した額に対して、２号・３号認定の保育料を超えな
いよう調整。
・27年度までの市立幼稚園入園児童について経過措置
として旧保育料と新保育料とを比較して安い方の保育料
を適用

無 65.0%
概ね新制度移行前の保育料と同額となるよう設定し、
保護者の負担を極力発生させないよう配慮している。

無

藤井寺市 87.0%

・国基準の5階層を8階層に細分化し、3歳については、最
高額の25,700円に設定。4.5歳については、公立幼稚園・
保育所保育料との兼合いもあるため、最高額を22,000円
に設定している。
・公立幼稚園については、経過措置として上限8,000円
（平成29・30年度についても設定予定）

無 70.0% 無

和泉市 84.0%
平成26年度の市立幼稚園在園児に限り、別表「1号認定
子ども保育料」による保育料が10,000円を超える場合は、
10,000円としている。

無 78.0%

多子軽減拡充
ひとり親世帯・２人親世帯
所得制限なし
年齢制限：１８歳未満
対象：全在園児童
４子目以降無償

枚方市 82.0%国とは別の階層区分 無 65.0%国とは別の階層区分 無

茨木市 75.0% 無 75.0% 無茨木市 75.0% 無 75.0% 無

八尾市 70.0% 無 62.0%

直近の保育料改正が、平成11年に実施したもので、
当時の国の徴収基準額の５割から８割の額で設定
※但し、保育単価が限度となるものについては、保
育単価を超えないよう、保育単価の約８割程度に調
整。

無

寝屋川市 100.0%国とは別の階層区分 無 66.0%国とは別の階層区分 無

岸和田市 75.0% 無 72.5% 無

摂津市 60.0% 無 55.0% 無

池田市 74.8% 無 72.5% 無

堺市 91.5% 無 67.5%

多子軽減
ひとり親世帯・２人親世帯
所得制限なし
年齢制限なし
対象：３歳未満児
３子目以降無償

高槻市 70.0% 無 70.0% 無
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留守家庭児童育成クラブの保護者負担金について

○留守家庭児童育成クラブ保護者負担金

子ども子育て支援新制度のもと、利用にかかる保護者負担金については留守家

庭児童育成クラブの運営費を国等の補助金と保護者負担金の割合を１： １と定

め、本市の標準的教室の定員数により国等の補助金が、月額７，５００円とな

ることから保護者負担金を月額７，５００円としました。ただ、平成２６年度

保護者負担金からは激変となるため、段階的に引き上げることとしました。

平日利用の保護者負担金において、平成２７年度は５，５００円、平成２８年

度は６，０００円、平成２９年度は６，５００円と３カ年での増額とし、これ

に土曜日利用の保護者負担金を別途１，０００円加算することで、月額７，５

００円となるようにしました。

今年度平成２８年度は、平日利用月額６，０００円で、加えて土曜日利用され

る場合は、月額１，０００円の保護者負担金が加算され合計で月額７，０００

円となります。

○留守家庭児童育成クラブ保護者負担金の減免制度の拡充

留守家庭児童育成クラブの利用にかかる保護者負担金について、これまで生活

保護受給世帯は全額免除としていたところ、平成２８年度より加えて、兄弟姉

妹で同一のクラブを利用している多子世帯において、新たに減免制度（ 多子世

帯減免） を設け、利用料の負担軽減を図るものです。

概要

保護者負担金（ 平成２８年度）

平日利用

１人目利用 ６，０００円

２人目利用 ３，０００円（ 半額免除）

３人目以上利用 ０円（ 全額免除）

土曜日利用

１人目利用 １，０００円

２人目利用 ５００円（ 半額免除）

３人目以上利用 ０円（ 全額免除）
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条例の改正について

○東大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び東大

阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例制定

【 概要】

厚生労働省における保育士等確保対策検討会において、保育士等確保のため

に当面の間、

①乳児又は幼児が少数である時間帯等の保育士配置の要件弾力化

②幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用

③加配人員における保育士資格要件の弾力化

といった３点の特例を設ける省令改正及び建築基準法の改正が行われる事

による所要の改正を行うもの。

（ 条例の主な内容）

・乳児又は幼児の年齢別の保育士配置基準による必要保育士数が乳児又は幼児

が少数である時間帯等に２人以下と算出されるとき、必要保育士数は２名とな

るが、この場合に限り、必要保育士２名のうち１名は、保育士資格を有しない

一定の者を保育士とみなし、配置する事ができる旨の規定の整備

・ 幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみな

し、保育士配置基準による必要保育士として算定する事ができる旨の規定の整

備

・開所時間と保育士の勤務時間との兼ね合いで、認可の際の保育士配置基準に

よる必要保育士数に加えて保育士を確保する必要がある場合、配置基準数を超

えて配置する保育士については、保育士資格を有しない一定の者を保育士とみ

なす事ができる旨の規定の整備

資料５－１
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○東大阪市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

（ 条例の主な内容）

・ 園児が少数である時間帯において、配置基準上、必要となる園児の教育及び

保育に直接従事する職員（ 以下「 教育保育職員」 という。） の数が１人と算出

される場合でも、ただし書の規定により、教育保育職員は常に２人を下っては

ならないが、当該改正により、１人以上とすることができる。

ただし、配置される教育保育職員の数が１人となるときは、当該教育保育職員

に加えて、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かな

ければならない。

・ 教育保育職員は、必要となる数の３分の１を超えない範囲で、小学校教諭又

は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。但し、当該

職員は単独で教育課程に基づく教育に従事してはならない。

・ 開所時間と教育保育職員の勤務時間との兼ね合いで、認可の際の教育保育職

員配置基準による必要教育保育職員数に加えて教育保育職員を確保する必要

がある場合、配置基準数を超えて配置する教育保育職員については、必要とな

る数の３分の１を超えない範囲で、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有

すると認める者をもって代えることができる。
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